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令和２年度第３回広島県私立学校審議会 議事録 

 

１ 日  時  令和３年３月 24日（水）15時 00分から 15時 50分まで 

 

２ 場  所   広島市中区基町 10番 52号 

        広島県庁 北館２階 第１会議室 

 

３ 出席委員  福岡会長  太田委員  加藤委員  龍永委員  田中委員 

  田原委員  原田委員  吉川委員  米川委員 

        （委員９名出席 うち福岡会長，太田委員は Web参加） 

 

４ 議  題  

（１）認可事項 

  ア 広島国際学院高等学校の通信制課程の設置について 

  イ 並木学院高等学校の広域通信制課程に係る学則変更について 

  ウ ほうりんこころ幼稚園の廃止について 

  エ 光禅寺幼稚園の廃止について 

  オ 安浦幼稚園の廃止について 

  カ 桜ヶ丘幼稚園の廃止について 

  キ サムエル旭丘幼稚園の廃止について 

  ク 広島情報ＩＴクリエイター専門学校の設置について 

  ケ 大原ビジネス公務員専門学校広島校の設置について 

  コ 山陽看護専門学校の廃止について 

 

５ 担当部署  広島県環境県民局学事課 

        ＴＥＬ０８２（５１３）４４９６（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

 

６ 会議の内容 

（１）開会 

委員総数 10名中９名が出席，うち２名が Web利用しており，定足数を満たしている

ことを確認した。 

 

（２）認可事項 

  ア 広島国際学院高等学校の通信制課程の設置について 

  （ア）申請内容 

通信制課程の設置 

  （イ）現地調査報告 

３月３日に現地調査を行った。敷地内のほとんどを見て回った。 

大学の施設を活用するということで，非常に広く，また，高台にあって環境

は抜群であると思う。 
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それから，令和３年度は，大学３年生と４年生しか在籍しなくなるため，小

さい教室を含めて教室がたくさん空くこととなる。そして利用できる施設設備

もたくさんあり，大変，有意義な教育が可能であろうと判断した。とてもいい

場所だと思った。 

  （ウ）質疑内容・意見 

・通信制課程の設置の趣旨では，広島国際学院高等学校の全日制課程に通えな

くなった生徒を対象にすると読めるが、そのような理解でよいのか。 

（事務局）令和３年度については、広島国際学院高等学校の全日制課程の生徒を

考えられているが，その後は，他の学校の生徒の受け入れも考えられている。

広島国際学院高等学校の全日制課程の生徒だけということではない。 

  （エ）結論 

     適当と認める。 

 

  イ 並木学院高等学校の広域通信制課程に係る学則変更について 

  （ア）申請内容 

     技能連携校及び面接指導施設の削除等 

  （イ）質疑内容・意見 

     特になし 

  （ウ）結論 

     適当と認める。 

  

  以下，一括審議。 

  ウ ほうりんこころ幼稚園の廃止について 

  エ 光禅寺幼稚園の廃止について 

  オ 安浦幼稚園の廃止について 

カ 桜ヶ丘幼稚園の廃止について 

  キ サムエル旭丘幼稚園の廃止について 

  （ア）申請内容 

いずれも，幼保連携型認定こども園に移行するための幼稚園の廃止 

  （イ）質疑内容・意見 

     特になし 

  （ウ）結論 

     適当と認める。 

 

  以下，一括審議。 

ク 広島情報ＩＴクリエイター専門学校の設置について 

ケ 大原ビジネス公務員専門学校広島校の設置について 

  （ア）申請内容 

     専門学校の設置 

（イ）現地調査報告 

３月３日に現地調査を行った。校舎は，12階建ての最新の校舎で，学校ごと

にフロアが分けられていて，十分な設備が整えられていた。教室以外にも，保
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健室なども整備され，また，屋上広場のほか学生ホールなどの休憩スペースも

十分にとられていた。 

机やいすは，１年目の生徒数に対して十分な数があり，２年目は，また新た

に入れられるとのことだった。 

校舎のある場所は，広島駅から徒歩 17分程度で，大通りに面しており，便利

なところだと思う。 

新たに開校する２校の専門学校で，現在，187名の入学予定者が決まってい

るということであった。 

就職先については，県内の企業や官公庁など，県内での就職を想定している

ということであった。 

（ウ）質疑内容・意見 

     特になし 

  （エ）結論 

     適当と認める。 

 

コ 山陽看護専門学校の廃止について 

  （ア）申請内容 

     専門学校の廃止 

  （イ）質疑内容・意見 

     特になし 

  （ウ）結論 

     適当と認める。 

 

 

以上 


